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２
　
英
国
の
事
例
・・D

a
v
id
L
en
n
o
n

事
件

七
　D

D
o
S

攻
撃
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
保
有
者
の
罪
責

一
　
は
じ
め
に

サ
イ
バ
ー
犯
罪
（C

y
b
ercrim

es

）
と
は
、
①
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
を
固
有
の
構
成
要
件
要
素
と
す
る
犯
罪
及
び
②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ

ス
テ
ム
を
利
用
し
て
実
行
さ
れ
る
犯
罪
の
総
称
で
あ
る（1
）
　
。
サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
類
似
の
法
概
念
と
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
（C

om
p
u
ter

crim
es

）、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
（N

etw
ork
crim
es

）、
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
（H

igh
-tech

n
ology

crim
es （

2
）
　
）
及
び
情
報
犯
罪
（In

fo
rm
a
tio
n

crim
es

）
等
が
あ
る
。

一
般
に
、「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
と
呼
ば
れ
る
違
法
行
為
類
型
の
中
に
は
、
日
本
国
の
刑
罰
法
令
に
よ
っ
て
処
罰
可
能
な
も
の
と
そ
う
で
な

い
も
の
と
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
、
厳
密
に
は
、
処
罰
可
能
で
な
い
違
法
行
為
に
つ
い
て
「
犯
罪
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
罪
刑
法
定
主
義
の
観
点
か
ら
の
異
論
が
あ
り
得
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
現
象
と
し
て
の
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
を
考
察
す
る
と
す
れ
ば
、
日
本
国
の
国
家
主
権
の
物
理
的
範
囲
に
限
定
し
て

考
察
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
は
、
①
主
権
国
家
の
国
境
を
越
え
て
実
行
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、

②
日
本
国
に
お
い
て
は
日
本
国
の
法
令
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
違
法
行
為
で
あ
っ
て
も
、
世
界
の
ど
こ
か
の
国
に
お
い
て

当
該
国
の
法
令
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
③
そ
れ
ゆ
え
に
、
当
該
処
罰
可
能
な
国
の
捜
査
機
関
か
ら
国
際

的
な
捜
査
協
力
の
依
頼
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
、
④
日
本
国
も
加
盟
し
国
会
の
承
認
を
得
て
い
る
欧

州
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
（C

o
n
v
en
tio
n
o
n
C
y
b
ercrim

e
(C
E
T
S
N
o
.1
8
5
,
B
u
d
a
p
est,
2
3
N
ov
em
b
er
2
0
0
1
) （

3
）
　
）
に
よ
っ
て
「
サ
イ
バ
ー
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犯
罪
」
が
定
義
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
定
義
に
従
い
、
日
本
国
に
お
い
て
も
条
約
に
定
め
る
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
を
処
罰
可
能
と
す
る
た
め

の
法
令
を
立
法
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
際
的
な
義
務
の
あ
る
違
法
行
為
が
存
在
し
て
い
る（4
）
　
。
加
え
て
、
⑤
欧
州
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
に

つ
い
て
は
Ｅ
Ｕ
の
関
連
委
員
会
等
に
お
い
て
見
直
し
作
業
が
継
続
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
同
条
約
に
定
め
る
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
の
定
義

に
よ
っ
て
は
処
罰
不
可
能
な
行
為
類
型
（
例
え
ば
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
等
）
に
つ
い
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
検
討
作
業

は
、
例
え
ば
、
日
本
国
に
お
い
て
も
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
の
一
部
改
正
の
議
論
等
に
対
し
て
直
接
・
間
接
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
立
法
論
に
属
す
る
事
柄
に
つ
い
て
も
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
と
い
う
概
念
に
含
め
て
論
議
せ

ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
。

本
論
文
は
、「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
に
関
す
る
既
述
の
よ
う
な
国
際
的
法
状
況
と
り
わ
け
立
法
動
向
を
踏
ま
え
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
っ
て

は
処
罰
さ
れ
な
い
違
法
行
為
を
も
含
め
て
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
違
法
行
為
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ
の

よ
う
な
違
法
行
為
に
対
し
て
適
用
可
能
な
日
本
国
刑
罰
法
令
と
そ
の
法
解
釈
、
海
外
に
お
け
る
関
連
法
令
と
の
比
較
法
的
検
討
及
び
立
法

論
等
を
、
主
要
な
違
法
行
為
の
類
型
に
着
目
し
て
調
査
・
検
討
し
た
結
果
を
論
述
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
後
の
刑
事
司
法
に
お
け
る
理
論

研
究
及
び
実
務
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
、
世
界
規
模
で
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
政
府
機
関
や
重
要
産
業
等
を

標
的
と
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
（C

y
b
era
tta
ck

）」
に
お
い
て
主
要
な
攻
撃
手
法
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
たD

o
S

攻
撃
及
びD

D
o
S

攻
撃
を
中
心
と
し
て
論
述
す
る（5
）
　
。
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二
　
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
領
域
に
お
け
るD

o
S

攻
撃
（D

D
o
S

攻
撃
）
の
定
義
・
概
念

一
般
に
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
領
域
で
は
、D

D
o
S

攻
撃
（D

istrib
u
ted
D
en
ia
l
o
f
S
erv
ice
A
tta
ck

）
と
は
、「
攻
撃
者
が
第
三
者

の
多
数
の
サ
ー
バ
に
攻
撃
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
し
か
け
、
そ
の
サ
ー
バ
群
か
ら
標
的
と
す
る
サ
ー
バ
へ
大
量
の
パ
ケ
ッ
ト
を
同
時
に
送
り
込

み
、
サ
ー
ビ
ス
不
能
に
陥
れ
る
攻
撃
を
い
う（6
）
　
」
等
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、D

D
o
S

攻
撃
の
手
法
に
つ
い
て
は
、「D

D
o
S

攻
撃
を

行
う
に
は
、
攻
撃
者
は
多
数
（
攻
撃
の
種
類
に
よ
っ
て
は
数
百
〜
数
千
台
）
の
侵
害
さ
れ
た
ホ
ス
ト
を
必
要
と
し
、
そ
れ
ら
の
ホ
ス
ト
が
攻

撃
対
象
の
サ
ー
バ
を
過
負
荷
状
態
に
し
て
ク
ラ
ッ
シ
ュ
さ
せ
ま
す
。
侵
害
さ
れ
た
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
ゾ
ン
ビ
（Z

om
b
ie

）
と
も

呼
ば
れ
ま
す
（
ゾ
ン
ビ
と
は
、
オ
ー
ナ
ー
の
知
ら
な
い
う
ち
に
デ
ー
モ
ン
ま
た
は
シ
ス
テ
ム
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
感
染
し
、
攻
撃
者
に
よ
っ

て
制
御
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
す
）。
ホ
ス
ト
は
自
動
化
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
侵
害
さ
れ
、
侵
害
さ
れ
る
と
マ
ス
タ
ー
ホ
ス
ト
に
よ
る
制
御

が
可
能
に
な
り
ま
す
。
マ
ス
タ
ー
ホ
ス
ト
は
、
す
べ
て
の
ゾ
ン
ビ
ホ
ス
ト
か
ら
攻
撃
対
象
サ
ー
バ
へ
の
同
時
攻
撃
を
調
整
し
ま
す
」
と
さ

れ
て
い
る（7
）
　
。

そ
の
語
源
か
ら
す
れ
ば
、D
D
o
S

攻
撃
と
い
う
用
語
は
、D

o
S

攻
撃
（D

en
ia
l
o
f
S
erv
ice
A
tta
ck

）
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、D

o
S

攻
撃
と
は
、
一
般
に
、「
サ
ー
バ
を
標
的
と
し
、
そ
れ
を
利
用
不
可
能
な
状
態
と
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
大
量
の
ト
ラ

フ
ィ
ッ
ク
の
送
信
を
実
行
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
一
種
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る（8
）
　
。D

o
S

攻
撃
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

装
置
等
は
複
数
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
例
え
ば
、
後
述
のD

av
id
L
en
n
o
n

事
件
の
よ
う
な
電
子
メ
ー
ル
爆
弾
攻
撃
で
は
、
一
個
の

Ｐ
Ｃ
か
ら
攻
撃
を
実
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
標
的
と
な
る
サ
ー
バ
の
処
理
能
力
が
十
分
で
な
い
場
合
に
は
一
個
の
Ｐ
Ｃ
か
ら
送
信

さ
れ
る
大
量
の
攻
撃
パ
ケ
ッ
ト
だ
け
で
当
該
サ
ー
バ
を
ダ
ウ
ン
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、D

D
o
S

攻
撃
と
は
、D

o
S

攻
撃
の
中
で
も
多
数
の
攻
撃
用
マ
シ
ン
ま
た
は
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン（9
）
　
か
ら
協
調
的
ま
た
は
同
時
的
に

な
さ
れ
る
集
中
攻
撃
的
な
い
し
飽
和
攻
撃
的
な
タ
イ
プ
の
も
の
を
特
に
指
す
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。D

D
o
S

攻
撃
で
は
、

複
数
の
攻
撃
用
マ
シ
ン
ま
た
は
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
か
ら
攻
撃
パ
ケ
ッ
ト
が
送
出
さ
れ
る
た
め
、D

o
S

攻
撃
に
お
い
て
一
個
の
Ｐ
Ｃ
か
ら
送
出

さ
れ
る
攻
撃
パ
ケ
ッ
ト
よ
り
も
は
る
か
に
大
量
の
攻
撃
パ
ケ
ッ
ト
を
送
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
十
分
な
処
理
能
力
を

有
す
る
タ
フ
な
サ
ー
バ
で
もD

D
o
S

攻
撃
に
よ
っ
て
誤
作
動（10
）
　
を
生
じ
た
り
ダ
ウ
ン
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
般
に
、D

D
o
S

攻
撃
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
顕
著
に
検
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
八
年

に
は
米
国
連
邦
の
海
軍
や
空
軍
等
の
サ
ー
バ
が
、
サ
ン
マ
イ
ク
ロ
シ
ス
テ
ム
ズ
社
のS

o
la
ris

を
標
的
と
す
る
よ
う
に
予
め
セ
ッ
ト
さ
れ

たD
D
o
S

攻
撃
を
受
け
た（11
）
　
。
ま
た
、
一
九
九
九
年
五
月
に
は
米
国
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
が
、D

D
o
S

攻
撃
を
受
け
、
二
〇
〇
〇
年

二
月
に
はY

a
h
o
o
,
eB
ay,
A
m
a
zo
n

な
ど
の
著
名
企
業
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
が
攻
撃
を
受
け
た（12
）
　
。
二
〇
一
一
年
以
降
に
は
「
ア
ノ
ニ
マ
ス

（A
n
o
n
y
m
o
u
s

）」
を
名
乗
る
グ
ル
ー
プ（13
）
　
が
世
界
各
国
の
政
府
（
官
庁
、
軍
、
警
察
、
裁
判
所
な
ど
）
や
著
名
企
業
（
特
に
金
融
・
証
券
業
、

軍
事
産
業
、
イ
ン
フ
ラ
関
連
産
業
等
）
に
対
し
て
苛
烈
な
攻
撃
を
加
え
続
け
、
多
数
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
が
運
用
不
能
と
な
っ
た
り
（
破
壊
）、

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
て
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
に
追
い
込
ま
れ
た
り
す
る
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
て
い
る（14
）
　
。

こ
の
よ
う
に
深
刻
な
被
害
を
発
生
さ
せ
て
き
たD

D
o
S

攻
撃
に
お
け
る
攻
撃
手
法
は
、
そ
の
被
害
が
物
体
で
あ
る
サ
ー
バ
に
生
ず
る
と

し
て
も
、
攻
撃
そ
れ
自
体
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
電
子
的
な
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ッ
ト
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
て
多
数
の
ゾ
ン
ビ
マ

シ
ン
か
ら
同
時
的
に
攻
撃
パ
ケ
ッ
ト
を
送
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
本
は
、
物
理
的
な
武

器
（
対
艦
ミ
サ
イ
ル
等
）
を
用
い
た
軍
事
攻
撃
と
し
て
の
飽
和
攻
撃
と
論
理
的
に
は
同
種
の
も
の
に
属
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

D
D
o
S

攻
撃
を
受
け
た
サ
ー
バ
は
、
大
量
に
送
信
さ
れ
て
く
る
攻
撃
パ
ケ
ッ
ト
に
対
す
る
対
応
や
処
理
が
不
可
能
と
な
り
、
飽
和
状
態
と

な
っ
て
誤
作
動
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
そ
の
機
能
を
停
止
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
意
図
的
な
攻
撃
で
は
な
い
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単
な
る
ア
ク
セ
ス
の
集
中
に
よ
っ
て
も
偶
発
的
に
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
不
具
合
や
障
害
が
意
図
的
な
ト
ラ

フ
ィ
ッ
ク
の
集
中
送
信
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
故
意
行
為
と
し
て
のD
D
o
S

攻
撃
の
本
質
が
あ
る
。
換
言
す
る
と
、D

D
o
S

攻

撃
は
、
い
わ
ば
「
標
的
と
な
る
サ
ー
バ
等
に
対
す
る
電
子
的
な
飽
和
攻
撃
で
あ
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る（15
）
　
。

他
方
、D

D
o
S

攻
撃
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、
攻
撃
用
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
攻
撃
者
自
身
が
作
成

す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
た
め
、
か
な
り
高
度
な
能
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
攻
撃
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
今
日
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
利
用
し
て
攻
撃
者
（
攻
撃
者
予
備
軍
）
が
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
た
め（16
）
　
、
誰
か
が
最
初
に
攻
撃
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
と
、
そ
の
作
成
の
た
め
の
情
報
が
比
較
的
容
易
に
攻
撃
者
（
攻
撃
者
予

備
軍
）
に
伝
播
す
る
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
攻
撃
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ツ
ー
ル
化
さ
れ
、
有
償
・
無
償
で
流
通
し
、
全
く
の
素

人
で
も
容
易
に
攻
撃
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
も
生
じ
て
い
る（17
）
　
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
今
後
、
高
度
な
技
術
や
能

力
を
有
す
る
者
に
限
定
さ
れ
ず
、
か
な
り
広
範
な
タ
イ
プ
の
者
が
加
害
者
と
な
っ
て
、D

D
o
S

攻
撃
が
更
に
多
数
発
生
す
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

三
　
法
律
用
語
と
し
て
のD

o
S

の
定
義
・
概
念
（
米
国
州
法
）

こ
のD

o
S

（D
en
ia
l
o
f
S
erv
ice

）
は
、
米
国
の
法
律
用
語
（
英
語
）
と
し
て
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
し
、
こ
の
用
語
を
用
い
た
立
法

例
（
米
国
各
州
の
刑
法
等
）
が
多
数
存
在
す
る
。
お
そ
ら
く
、
法
律
用
語
と
し
て
の
「D

o
S

」
が
一
般
用
語
化
し
、
更
に
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
の
分
野
に
転
用
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

D
o
S

（D
en
ia
l
o
f
S
erv
ice

）
は
、
直
訳
す
れ
ば
「
サ
ー
ビ
ス
拒
否
」
と
な
る（18
）
　
。
し
か
し
、
法
律
用
語
と
し
て
は
、
特
定
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
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タ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
が
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
拒
否
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者

の
業
務
遂
行
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
換
言
す
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
拒
否
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
米
国
フ
ロ
リ
ダ
州
の
犯
罪
法
（T

itle
X
L
V
I

）
の

C
h
a
p
ter
8
1
5
.0
6
(1
)(b
) （

19
）
　
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
者
に
対
す
る
犯
罪

（O
ff
en
ses
again

st
com
p
u
ter
u
sers

）
を
実
行
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
に
規
定
し
て
い
る
。

八
一
五
・
〇
六
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
者
に
対
す
る
犯
罪

（1）
　
意
図
的
に
、
認
識
し
て
、
か
つ
、
無
権
限
で

`
　
そ
の
全
部
も
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
、
他
人
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
、
他
人
と
の
契
約
関
係
の
下
に
あ
り
、
他
人
の
た
め
に
管

理
さ
れ
、
他
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
も
し
く
は
、
他
人
と
共
有
関
係
に
あ
る
よ
う
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
関

す
る
権
限
を
有
す
る
利
用
者
に
対
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
利
用
を
混
乱
さ
せ
た
者
、
拒
否
し
た
者
、
ま
た
は
、
拒
否
を

発
生
さ
せ
た
者

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
者
に
対
す
る
犯
罪
を
実
行
す
る
者
で
あ
る
。

815.06
O

ff
en

ses
again

st
com

p
u
ter

u
sers

(1
)
W
h
o
ev
er
w
illfu
lly,
k
n
ow
in
g
ly,
a
n
d
w
ith
ou
t
a
u
th
orization

:

(b
)
D
isru
p
ts
o
r
d
en
ies
o
r
cau
ses
th
e
d
en
ial
o
f
com
p
u
ter
sy
stem

serv
ices
to
an
au
th
orized

u
ser
of
su
ch
com
p
u
ter

sy
stem

serv
ices,

w
h
ich
,
in
w
h
o
le
o
r
p
a
rt,
is
ow
n
ed
b
y,
u
n
d
er
co
n
tra
ct
to
,
o
r
o
p
era
ted
fo
r,
o
n
b
eh
a
lf
o
f,
o
r
in
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co
n
ju
n
ctio
n
w
ith
a
n
o
th
er

com
m
its
an
off
en
se
again

st
com
p
u
ter
u
sers.

ま
た
、
例
え
ば
、
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
刑
法
典5

0
2
.(c)(5

)

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
拒
否
す
る
行
為
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る（20
）
　
。

五
〇
二
⒞
º

認
識
し
て
、
無
許
可
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
を
混
乱
さ
せ
、
も
し
く
は
、
混
乱
を
発
生
さ
せ
た
者
、
ま
た
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
も
し
く
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
権
限
を
有
す
る
ユ
ー
ザ
に
対
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
拒
否
し
、
も
し
く
は
、
そ
の
拒
否
を
発
生
さ
せ
た
者

502.(c)(5)

K
n
ow
in
g
ly
a
n
d
w
ith
o
u
t
p
erm
ission

d
isru
p
ts
o
r
cau
ses
th
e
d
isru
p
tion

o
f
com
p
u
ter
serv
ices
or
d
en
ies
o
r
cau
ses
th
e

d
en
ia
l
o
f
co
m
p
u
ter
serv
ices
to
an
au
th
orized

u
ser
of
a
com
p
u
ter,
com
p
u
ter
sy
stem

,
o
r
com
p
u
ter
n
etw
ork
.

加
え
て
、
例
え
ば
、
米
国
ネ
バ
ダ
州
の
犯
罪
及
び
刑
罰
法
典N

R
S
2
0
5
.4
7
7

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
妨
害
行

為
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
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二
〇
五
・
四
七
七

一
　
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
認
識
し
て
、
意
図
し
て
、
か
つ
、
無
権
限
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
シ
ス
テ
ム

も
し
く
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
用
す
る
権
利
及
び
義
務
を
有
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
使
用
ま
た
は
ア
ク
セ
ス
を
妨
害
し
、
そ
れ
ら
を

拒
否
し
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
を
拒
否
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
者
は
、
軽
罪
と
し
て
有
罪
で
あ
る
。

N
R

S
205.477

U
n
law

fu
l
in

terferen
ce

w
ith

or
d
en

ial
of

access
to

or
u
se

of
com

p
u
ters;

u
n
law

fu
l
u
se

or

access
of

com
p
u
ters;

affi
rm

ative
d
efen

se.

1
.
E
x
cep
t
a
s
o
th
erw
ise
p
rov
id
ed
in
su
b
sectio

n
s
3
a
n
d
4
,
a
p
erso
n
w
h
o
k
n
ow
in
g
ly,
w
illfu
lly
a
n
d
w
ith
o
u
t
a
u
th
o
riza
tio
n

in
terferes

w
ith
,
d
en
ies
o
r
cau
ses
th
e
d
en
ial
o
f
a
ccess

to
o
r
u
se
of
a
com
p
u
ter,
sy
stem

o
r
n
etw
ork
to
a
p
erson

w
h
o

h
a
s
th
e
d
u
ty
a
n
d
rig
h
t
to
u
se
it
is
g
u
ilty
o
f
a
m
isd
em
ea
n
o
r.

類
似
の
立
法
例
は
、
米
国
の
多
数
の
州
法
（
刑
法
等
）
の
中
に
存
在
す
る
。

要
す
る
に
、
米
国
の
犯
罪
法
に
お
け
るD

o
S

と
は
、
無
権
限
で
、
適
法
な
利
用
者
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
米
国
州
法
に
お
け
るD

o
S

に
関
す
る
条
項
は
、
日
本
国
の
刑
法
に

お
け
る
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
（
刑
法
二
三
四
条
の
二
）
と
同
趣
旨
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
分
野
に
お
い
て
も
違
法
な
行
為
と
さ
れ
て
い
るD

o
S

攻
撃
を
処
罰
可
能
な
行
為
と
し
て
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
法
概
念
と
の
整
合
性
を
保
つ
た
め
、
上
記
の
フ
ロ
リ
ダ
州
法
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
が
、
当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
態
に
す
る
行
為
の
こ
と
をD

o
S

と
理
解
し
、
ま
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た
、D

o
S

の
実
行
の
た
め
に
第
三
者
の
多
数
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
と
し
て
利
用
さ
れ
、
同
時
的
に
攻
撃
が
実
行
さ
れ
る
場

合
をD

D
o
S

と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
意
味
でD

D
o
S

攻
撃
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

四
　
適
用
可
能
な
日
本
国
刑
罰
法
令

１
　
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
を
構
成
す
る
た
め
の
攻
撃
に
適
用
可
能
な
刑
罰
法
令

D
o
S

攻
撃
は
、
必
ず
し
も
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
を
必
要
と
せ
ず
、
攻
撃
者
が
保
有
す
る
マ
シ
ン
か
ら
直
接
に
攻
撃
を
し
か
け
る
こ
と
が
（
理

論
上
で
は
）
可
能
で
あ
る（21
）
　
。

こ
れ
に
対
し
、D

D
o
S

攻
撃
で
は
、
大
量
の
攻
撃
パ
ケ
ッ
ト
を
同
時
か
つ
集
中
的
に
送
信
す
る
た
め
に
、
多
数
の
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
が
必

要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、D
D
o
S

攻
撃
で
は
、
攻
撃
者
が
保
有
す
る
マ
シ
ン
で
は
な
く
第
三
者
が
保
有
す
る
多
数
の
マ
シ
ン
の
存
在
が

必
須
と
な
る
。

第
三
者
が
保
有
す
る
マ
シ
ン
を
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
と
し
て
し
ま
う
手
法
（
技
術
）
に
は
様
々
な
態
様
の
も
の
が
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、D

D
o
S

攻
撃
を
実
行
す
る
た
め
の
ボ
ッ
ト
ネ
ッ
ト
を
構
築
す
る
た
め
の
ボ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の
他
の
マ
ル
ウ
ェ
ア
を
、
第
三
者
宛
の
電
子
メ
ー

ル
に
添
付
し
た
り
、
第
三
者
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
予
め
組
み
込
ん
で
お
い
た
り
、
偽
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ
イ
ト
な
ど
か
ら

予
め
マ
ル
ウ
ェ
ア
を
組
み
込
ん
だ
偽
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
せ
た
り
（
ス
ケ
ア
ウ
ェ
ア（22
）
　
）、
無
害
な
サ
イ
ト
か
ら
無

害
な
コ
ン
テ
ン
ツ
（
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
際
に
マ
ル
ウ
ェ
ア
も
一
緒
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
よ
う
に
し
た
り
（
ダ
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ウ
ン
ロ
ー
ド
バ
イ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
す
る
よ
う
な
手
法
が
現
実
に
存
在
す
る
。

そ
し
て
、
第
三
者
の
マ
シ
ン
の
管
理
を
奪
い
、
そ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
マ
ル
ウ
ェ
ア
は
、
ボ
ッ
ト
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

遠
隔
操
作
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
論
理
爆
弾
（lo

g
ic
b
o
m
b

）
の
手
法
と
同
様
に
タ
イ
マ
ー
に
よ
っ
て
自
律
的
に
、
特
定
の
日
付
・
時
刻
に
な

る
と
一
斉
に
攻
撃
用
パ
ケ
ッ
ト
を
送
信
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
行
為
は
、D

D
o
S

攻
撃
の
実
行
行
為
の
前
に
な
さ
れ
る
準
備
的
行
為
（
予
備
行
為
）
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

が
、
立
法
論
と
し
て
は
、
こ
の
準
備
的
行
為
そ
れ
自
体
と
し
て
も
犯
罪
を
構
成
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
三
者
の
マ
シ
ン
を
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
化
す
る
た
め
の
手
法
は
実
に
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
即
し
て
犯
罪
の
成
否
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ボ
ッ
ト
ネ
ッ
ト
な
ど
を
介
し
て
第
三
者
の
管
理
を
排
除
し
支
配
を
奪
う
行
為
は
、
そ
の
第
三
者
の
マ

シ
ン
に
ア
ク
セ
ス
制
御
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
を
構
成
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
第
三
者
の
マ
シ
ン
が
当
該
第
三
者
の
事
務
処
理
の
た
め
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
第
三
者
の
マ
シ
ン
に
つ
い
て
後
述

の
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

他
方
、
第
三
者
の
マ
シ
ン
内
に
既
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
て
い
る
正
常
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
一
部
を
改
変
し
、D

D
o
S

攻
撃
を
実
行
す

る
た
め
の
マ
ル
ウ
ェ
ア
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
行
為
は
、
改
変
さ
れ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
著
作
物
で
あ
る
と
き
は
、

著
作
権
法
違
反
（
同
一
性
保
持
権
の
侵
害
）
の
罪
を
構
成
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
解
さ
れ
る（23
）
　
。

そ
し
て
、D

D
o
S

攻
撃
を
実
行
す
る
た
め
に
、
第
三
者
の
保
有
す
る
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
内
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
た
マ
ル
ウ
ェ
ア
を
起
動
・

実
行
さ
せ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
一
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
電
力
を
消
費
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
電
気

窃
盗
罪
（
刑
法
二
四
五
条
）
の
成
立
を
検
討
す
べ
き
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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２
　
実
行
さ
れ
たD

D
oS

攻
撃
に
適
用
可
能
な
刑
罰
法
令

∏
　
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪

D
o
S

攻
撃
に
つ
い
て
は
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
（
刑
法
二
三
四
条
の
二
第
一
項
）
が
成
立
し
得
る
と
解
す
る
の
が
通
説
で

あ
る（24
）
　
。D

D
o
S

攻
撃
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
特
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、D

D
o
S

攻
撃
がD

o
S

攻
撃
の
一
つ

の
類
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、D

o
S

攻
撃
と
同
様
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
（
刑
法
二
三
四
条
の
二
第
一
項
）
と
解
す
る

べ
き
で
あ
る
。

電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
（
既
遂
罪
）
の
実
行
行
為
は
、
①
電
子
計
算
機
も
し
く
は
そ
の
用
に
供
す
る
電
磁
的
記
録
を
損
壊
す
る

こ
と
、
②
虚
偽
の
情
報
も
し
く
は
不
正
な
指
令
を
与
え
る
こ
と
、
ま
た
は
、
③
そ
の
他
の
方
法
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。D

D
o
S

攻
撃
で
は
、

一
般
に
、
攻
撃
用
パ
ケ
ッ
ト
が
大
量
に
集
中
的
・
同
時
的
に
送
信
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
パ
ケ
ッ
ト

の
内
容
の
相
違
に
従
い
、
②
虚
偽
の
情
報
も
し
く
は
不
正
な
指
令
を
与
え
る
場
合
、
ま
た
は
、
③
そ
の
他
の
方
法
に
該
当
す
る
も
の
と
解

さ
れ
る
。

一
般
に
、「
不
正
な
指
令
」
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対
し
て
入
力
さ
れ
る
命
令
の
こ
と
を
指
す
が
、
命
令
そ
れ
自
体
が
不
正
で
あ
る
場

合
（
当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
不
能
で
あ
る
場
合
）
に
は
絶
対
に
既
遂
に
達
す
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
の
で
不
能

犯
と
な
る（25
）
　
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
「
不
正
」
と
は
、
命
令
そ
れ
自
体
と
し
て
不
正
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
権
限
な
く
、

当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
処
理
可
能
な
命
令
が
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
し
て
、
攻
撃

対
象
に
よ
り
処
理
可
能
な
命
令
が
大
量
に
送
信
さ
れ
た
場
合
、
不
正
な
指
令
を
与
え
る
こ
と
に
よ
る
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
の
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成
立
を
検
討
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
第
三
者
の
ロ
グ
オ
ン
用
Ｉ
Ｄ
を
大
量
か
つ
集
中
的
・
同
時
的
に
入
力
す
る
と
い
うD

D
o
S

攻
撃
が
実
行
さ
れ
た
結
果
、
攻
撃
対
象
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
上
で
同
一
の
Ｉ
Ｄ
保
有
者
に
よ
る
重
複
し
た
ア
ク
セ
ス
を
排
除

す
る
た
め
の
処
理
が
過
負
荷
と
な
り
、
当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
ア
ク
セ
ス
制
御
処
理
が
適
正
に
実
行
で
き
な
い
状
態
を
発
生
さ

せ
た
場
合
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（26
）
　
。

一
般
に
、D

D
o
S

攻
撃
で
用
い
ら
れ
る
攻
撃
用
パ
ケ
ッ
ト
に
は
、
全
く
意
味
の
な
い
デ
ー
タ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の

場
合
、
全
く
意
味
の
な
い
デ
ー
タ
で
あ
る
以
上
、「
虚
偽
」
も
あ
り
得
な
い
の
で
「
虚
偽
の
情
報
」
と
は
言
え
な
い
し
、
ま
た
、「
不
正
な
指

令
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
全
く
意
味
の
な
い
デ
ー
タ
に
よ
る
攻
撃
の
場
合
に
は
、「
そ
の
他
の
方
法
」
に
該
当
す
る
も

の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

π
　
器
物
損
壊
罪

D
D
o
S

攻
撃
の
結
果
、
攻
撃
を
受
け
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
に
物
理
的
な
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
（
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
の
ク
ラ
ッ

シ
ュ
、
ス
イ
ッ
チ
類
の
破
損
、
通
信
ケ
ー
ブ
ル
の
焼
損
な
ど
）
は
、
器
物
損
壊
罪
（
刑
法
二
六
一
条
）
が
成
立
す
る（27
）
　
。

電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
（
刑
法
二
三
四
条
の
二
第
一
項
）
と
器
物
損
壊
罪
が
成
立
す
る
場
合
の
罪
数
に
つ
い
て
は
、
観
念
的

競
合
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る（28
）
　
。

３
　
未
遂
行
為
、
予
備
行
為
、
準
備
行
為
に
適
用
可
能
な
刑
罰
法
令

従
来
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
（
刑
法
二
三
四
条
の
二
）
に
は
未
遂
行
為
を
処
罰
す
る
条
項
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同

条
の
二
に
は
準
備
罪
及
び
予
備
罪
の
条
項
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
の
準
備
罪
ま
た
は
予
備
罪
と
し
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て
の
処
罰
も
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
裁
判
所
は
、
未
遂
行
為
ま
た
は
準
備
的
行
為
と
評
価
す
べ
き
行
為
ま
で
業
務
妨
害
行
為
の
既
遂
行
為
と
し
て
評
価
し
て
処

罰
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
一
般
に
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
解
釈
態
度
が
業
務
妨
害
罪
の
本
質
に
関
す
る
刑
法
学
上
の
議
論
に
大
き
な

悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
の
よ
う
な
刑
法
学
上
の
議
論
の
中
で
、
裁
判
所
の
傾
向
に
つ
い
て
肯
定
的
な
傾
向
を
有
す
る
論
者
の
多
く
は
、
裁
判
所
が
業
務
妨
害

罪
の
罪
質
に
つ
い
て
抽
象
的
危
険
犯
説
を
採
用
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
正
確
で
は
な
い
。

裁
判
所
は
、
罪
刑
法
定
主
義
を
軽
視
し
、
本
来
で
あ
れ
ば
未
遂
行
為
ま
た
は
準
備
的
行
為
（
予
備
行
為
）
と
し
て
無
罪
と
す
べ
き
行
為
ま

で
「
既
遂
」
と
し
て
処
罰
し
て
き
た
の
だ
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
。

こ
の
よ
う
な
理
論
上
及
び
実
務
上
の
問
題
は
、
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
法
律
第
七
四
号
に
よ
る
刑
法
等
一
部
改
正
に
よ
り
、
電
子
計

算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
の
規
定
（
刑
法
二
三
四
条
の
二
）
が
改
正
さ
れ
、
従
来
か
ら
あ
る
既
遂
罪
は
同
条
の
二
第
一
項
と
な
り
、
こ
れ

に
加
え
て
未
遂
処
罰
条
項
が
同
条
の
二
第
二
項
と
し
て
追
加
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
一
部
改
正
の
結
果
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
に
つ
い
て
は
抽
象
的
危
険
の
発
生
だ
け
で
既
遂
と
な
る
と
解
す
る
と
す
れ

ば
未
遂
罪
（
刑
法
二
三
四
条
の
二
第
二
項
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
完
全
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
裁
判
所
は
、
同
条
の
解
釈
・
運
用
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
客
観
的
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
刑
法
一
部
改
正
後
の
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
に
つ
い
て
は
、
論
理
的
に
は
、
具
体
的
危
険
犯
と
し
て
解
す
る
以
外

に
な
く
、
抽
象
的
危
険
犯
と
し
て
解
す
る
余
地
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
具
体
的
危
険
が
発
生
し
た
場
合
に
は
既
遂
罪
と
な
る
が
、
実
行
行
為
の
着
手
が
あ
っ
て
も
具
体
的
危
険
が
発
生
す
る
に
至
ら

な
か
っ
た
場
合
に
は
未
遂
罪
と
な
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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な
お
、
実
行
行
為
の
着
手
の
な
い
準
備
行
為
や
予
備
行
為
に
つ
い
て
は
、
別
途
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
作
成
罪
（
刑
法
一
六
条
の
二
）
等

が
成
立
す
る
場
合
を
除
き
、
現
行
法
上
処
罰
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
実
行
行
為
が
あ
っ
て
も
何
ら
の
危
険
も
発
生
さ
せ
る
可
能
性
の
な
い
行

為
（
例
え
ば
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
も
全
く
何
も
作
動
・
機
能
し
な
い
バ
グ
だ
ら
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
攻
撃
し
よ
う
と
し
た

が
、
や
は
り
何
の
結
果
も
生
じ
な
か
っ
た
場
合
な
ど
）
に
つ
い
て
は
不
能
犯
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
未
遂
罪

も
成
立
し
な
い
。

五
　
ド
イ
ツ
の
立
法
例

ド
イ
ツ
刑
法
三
〇
三
条
ｂ
（S

tG
B

§
3
0
3
b

）
は
、
日
本
国
の
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
の
実
行
行
為
と
同
様
の
行
為
に
つ
き
、

次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る（29
）
　
。
こ
こ
で
は
、
未
遂
行
為
だ
け
で
は
な
く
予
備
行
為
も
処
罰
対
象
行
為
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

三
〇
三
条
ｂ
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
妨
害
罪

（1）
　
他
の
者
に
と
っ
て
本
質
的
に
重
要
な
デ
ー
タ
処
理
を
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
著
し
く
妨
害
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
自

由
刑
ま
た
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

１
．
第
三
〇
三
条
ａ
第
一
項
に
よ
る
行
為（30
）
　

２
．
他
の
者
を
加
害
す
る
目
的
で
、
デ
ー
タ
（
二
〇
二
条
ａ
第
二
項（31
）
　
）
を
入
力
若
し
く
は
送
信
す
る
行
為
、
又
は

３
．
デ
ー
タ
処
理
シ
ス
テ
ム
若
し
く
は
デ
ー
タ
記
録
媒
体
を
破
壊
し
、
損
壊
し
、
使
用
不
能
に
し
、
消
去
し
若
し
く
は
改
変
す
る

行
為
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（2）
　
デ
ー
タ
処
理
の
遂
行
が
他
の
者
の
業
務
、
企
業
又
は
官
庁
に
と
っ
て
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
場
合
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は

罰
金
に
処
す
る
。

（3）
　
こ
の
罪
の
未
遂
犯
は
、
こ
れ
を
罰
す
る
。

（4）
　
第
二
項
に
お
い
て
特
に
重
大
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
六
月
以
上
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
特
に
重
大
な
場
合
と
は
、
次

の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

１
．
財
産
上
の
重
大
な
損
失
を
発
生
さ
せ
る
場
合

２
．
営
利
目
的
で
実
行
さ
れ
る
場
合
若
し
く
は
継
続
的
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
妨
害
罪
を
実
行
す
る
犯
罪
組
織
の
一
員
と
し
て
実
行
さ

れ
る
場
合
、
又
は

３
．
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
民
に
対
す
る
重
要
な
物
資
若
し
く
は
役
務
の
供
給
若
し
く
は
国
防
を
危
険

に
晒
す
場
合

（5）
　
第
一
項
の
罪
を
実
行
す
る
た
め
の
予
備
行
為
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
条
ｃ
を
準
用
す
る
。

§
303b

C
om

p
u
tersab

otage

(1
)
W
er
ein
e
D
a
ten
v
era
rb
eitu
n
g
,
d
ie
fü
r
ein
en
a
n
d
eren

v
on
w
esen
tlich
er
B
ed
eu
tu
n
g
ist,
d
ad
u
rch
erh
eb
lich
stö
rt,

d
ass
er

1
.
ein
e
T
a
t
n
a
ch

§
3
0
3
a
A
b
s.
1
b
egeh
t,

2
.
D
a
ten
(§
202a

A
b
s.
2)
in
d
er
A
b
sich
t,
ein
em
a
n
d
eren

N
ach
teil
zu
zu
fü
gen
,
ein
gib
t
o
d
er
ü
b
erm
ittelt

o
d
er

3
.
ein
e
D
a
ten
v
era
rb
eitu
n
g
sa
n
la
g
e
o
d
er
ein
en
D
a
ten
träger

zerstö
rt,
b
esch
ä
d
ig
t,
u
n
b
ra
u
ch
b
a
r
m
a
ch
t,
b
eseitig

t
o
d
er
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v
erä
n
d
ert,

w
ird
m
it
F
reih
eitsstra

fe
b
is
zu
d
rei
J
ah
ren
o
d
er
m
it
G
eld
strafe

b
estraft.

(2
)
H
a
n
d
elt
es
sich
u
m
ein
e
D
a
ten
v
era
rb
eitu
n
g
,
d
ie
fü
r
ein
en
frem
d
en
B
etrieb

,
ein
frem
d
es
U
n
tern
eh
m
en
o
d
er
ein
e

B
eh
örd
e
v
on
w
esen
tlich
er
B
ed
eu
tu
n
g
ist,
ist
d
ie
S
trafe

F
reih
eitsstrafe

b
is
zu
fü
n
f
J
ah
ren
o
d
er
G
eld
strafe.

(3
)
D
er
V
ersu
ch
ist
stra
fb
a
r.

(4
)
In
b
eso
n
d
ers
sch
w
eren

F
ällen

d
es
A
b
satzes

2
ist
d
ie
S
trafe

F
reih
eitsstrafe

v
on
sech
s
M
on
aten

b
is
zu
zeh
n
J
ah
ren
.

E
in
b
eson
d
ers
sch
w
erer

F
a
ll
liegt

in
d
er
R
egel

v
or,
w
en
n
d
er
T
ä
ter

1
.
ein
en
V
erm
ö
g
en
sv
erlu
st
g
ro
ß
en
A
u
sm
a
ß
es
h
erb
eifü
h
rt,

2
.
g
ew
erb
sm
ä
ß
ig
o
d
er
a
ls
M
itglied

ein
er
B
an
d
e
h
an
d
elt,

d
ie
sich

zu
r
fortgesetzten

B
egeh
u
n
g
v
o
n

C
o
m
p
u
tersa

b
o
ta
g
e
v
erb
u
n
d
en
h
a
t,

3
.
d
u
rch
d
ie
T
a
t
d
ie
V
erso
rg
u
n
g
d
er
B
ev
ölk
eru
n
g
m
it
leb
en
sw
ich
tigen

G
ü
tern

o
d
er
D
ien
stleistu

n
gen
o
d
er
d
ie

S
ich
erh
eit
d
er
B
u
n
d
esrep

u
b
lik
D
eu
tsch
lan
d
b
eein
trä
ch
tig
t.

(5
)
F
ü
r
d
ie
V
o
rb
ereitu

n
g
ein
er
S
tra
fta
t
n
a
ch
A
b
sa
tz
1
g
ilt §

202c
en
tsp
rech
en
d
.

加
え
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
一
七
条
（S

tG
B

§
3
1
7

）
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る（32
）
　
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
三
一
七
条
に
よ
っ

てD
D
o
S

攻
撃
が
処
罰
可
能
と
な
る
場
合
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
同
条
は
、
通
信
設
備
に
対
す
る
妨
害
行
為
の
未
遂
犯
と

過
失
犯
を
も
処
罰
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
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三
一
七
条
　
通
信
設
備
に
対
す
る
妨
害
罪

（1）
　
経
営
に
役
立
つ
物
を
破
壊
し
、
損
壊
し
、
除
去
し
、
若
し
く
は
使
用
不
能
に
し
、
又
は
経
営
の
た
め
に
予
定
さ
れ
て
い
る
電
力

を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
目
的
に
役
立
つ
遠
距
離
通
信
設
備
の
操
業
を
阻
止
し
、
又
は
危
険
に
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
自

由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。

（2）
　
こ
の
罪
の
未
遂
犯
は
、
こ
れ
を
罰
す
る
。

（3）
　
過
失
に
よ
っ
て
こ
の
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
一
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。

§
317

S
töru

n
g

von
T
elekom

m
u
n
ikation

san
lagen

(1)
W
er
d
en
B
etrieb

ein
er
ö
ff
en
tlich
en
Z
w
eck
en
d
ien
en
d
en
T
elek
om
m
u
n
ikation

san
lage

d
ad
u
rch
v
erh
in
d
ert
o
d
er

gefäh
rd
et,
d
aßer

ein
e
d
em
B
etrieb

d
ien
en
d
e
S
ach
e
zerstö

rt,
b
esch
ä
d
ig
t,
b
eseitig

t,
v
erä
n
d
ert
o
d
er
u
n
b
ra
u
ch
b
a
r

m
a
ch
t
o
d
er
d
ie
fü
r
d
en
B
etrieb

b
estim

m
te
elek
trisch

e
K
raft
en
tzieh

t,
w
ird
m
it
F
reih
eitsstrafe

b
is
zu
fü
n
f
J
a
h
ren

o
d
er
m
it
G
eld
strafe

b
estraft.

(2
)
D
er
V
ersu
ch
ist
stra
fb
a
r.

(3
)
W
er
d
ie
T
a
t
fa
h
rlässig

b
egeh
t,
w
ird
m
it
F
reih
eitsstrafe

b
is
zu
ein
em
J
ah
r
o
d
er
m
it
G
eld
strafe

b
estraft.

こ
れ
ら
の
条
項
は
、D

D
o
S

攻
撃
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
対
す
る
法
的
対
応
を
検
討
す
る
際
に
非
常
に
有
益
な
も
の
で

あ
る
し
、
ま
た
、
日
本
国
に
お
け
る
今
後
の
立
法
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

無
論
、
過
失
犯
ま
で
処
罰
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
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の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
い
わ
ゆ
る
「
ア
プ
リ
」）
を
作
成
・
提
供
す
る
企
業
が
、
製
品
で
あ
る
ア
プ
リ
を
提
供
す
る
前
の
時

点
で
、
十
分
な
検
査
・
点
検
を
せ
ず
、D

D
o
S

攻
撃
そ
の
他
の
有
害
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル
ス
（
マ
ル
ウ
ェ
ア
）
が

当
該
ア
プ
リ
に
混
入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
そ
の
ま
ま
出
荷
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
例（33
）
　
を
考
え
て
み
る
と
、
過

失
犯
処
罰
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
余
地
が
十
分
に
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

六
　
有
罪
の
事
例

日
本
国
に
お
い
て
は
、D

D
o
S

攻
撃
を
実
行
し
た
と
い
う
犯
罪
事
実
に
よ
り
有
罪
判
決
が
な
さ
れ
た
事
例
は
な
い
。

海
外
に
お
い
て
は
、
逮
捕
例
が
多
数
あ
る
が
、
有
罪
判
決
と
な
る
前
に
釈
放
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
正
確
な
有
罪
判
決
数
を
つ
か
み

に
く
い
状
況
に
あ
る
。

一
般
に
、
海
外
の
裁
判
所
に
よ
る
有
罪
判
決
の
事
例
で
あ
っ
て
も
、
日
本
の
司
法
に
お
け
る
量
刑
判
断
等
に
有
益
な
情
報
の
一
種
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
、
こ
の
分
野
で
の
事
例
の
集
積
・
研
究
が
も
っ
と
活
発
に
な
さ
れ
る
べ
き
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
比
較
的
有
名
な
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
の
に
と
ど
め
る
。

１
　
ス
ペ
イ
ン
の
事
例
・・S

an
tiago

G
arrid

o

事
件

二
〇
〇
六
年
二
月
、S

a
n
tia
g
o
G
a
rrid
o

と
い
う
男
（
二
六
歳
）
に
対
し
、
ス
ペ
イ
ン
に
あ
る
ラ
・
コ
ル
ー
ニ
ャ
（L

a
C
o
ru
ñ
a

）
の
裁
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判
所
は
、
拘
禁
刑
二
年
の
判
決
を
宣
告
し
た
（
ほ
か
に
百
三
〇
万
ユ
ー
ロ
の
損
害
賠
償
金
の
支
払
を
命
ず
る
民
事
判
決
も
言
渡
し
）。

S
a
n
tia
g
o
G
a
rrid
o

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
『IR

C
-H
isp
an
o

』
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
語
の
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
に
お
い
て
、
規

則
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
、
同
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
か
ら
追
放
さ
れ
ア
ク
セ
ス
禁
止
と
さ
れ
た
こ
と
に
立
腹
し
、
非
常
に
多
数
の
ス
ペ

イ
ン
人
利
用
者
の
Ｐ
Ｃ
に
ワ
ー
ム
を
感
染
さ
せ
た
。
こ
の
ワ
ー
ム
は
、D
D
o
S

攻
撃
を
実
行
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
標
的
と
さ
れ
た

W
a
n
a
d
o
o
,
O
N
O
,
L
leid
a
N
et

等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
ー
バ
に
対
し
、
ワ
ー
ム
が
感
染
し
た
Ｐ
Ｃ
か
らD

D
o
S

攻
撃
用
の
攻
撃

パ
ケ
ッ
ト
が
集
中
砲
火
的
に
大
量
送
信
さ
れ
た
。
こ
のS

a
n
tia
g
o
G
a
rrid
o

のD
D
o
S

攻
撃
行
為
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
の
は
、
ス
ペ

イ
ン
人
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
の
約
三
分
の
一
に
相
当
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る（34
）
　
。

な
お
、
ス
ペ
イ
ン
刑
法
二
六
四
条
（
判
決
当
時
有
効
な
条
文
）
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。D

D
o
S

攻
撃
に
つ
い
て
は
、
同
条
二

項
が
適
用
可
能
で
あ
る
。

第
二
六
四
条

一
　
以
下
に
示
す
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、
前
条
に
示
す
損
害
を
発
生
さ
せ
た
者
は
、
一
年
以
上
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
及
び
一
二
月

分
以
上
二
四
月
分
以
下
の
罰
金
刑
に
処
す
。

１
　
行
政
機
関
の
自
由
な
職
務
行
使
を
妨
げ
る
た
め
、
も
し
く
は
、
行
政
機
関
の
決
定
に
報
復
す
る
た
め
に
損
害
を
与
え
、
公
務

員
に
対
し
て
罪
を
犯
し
、
証
人
等
と
し
て
法
令
や
一
般
法
規
の
執
行
・
適
用
に
寄
与
す
る
者
も
し
く
は
寄
与
で
き
る
者
に
対
し
て

罪
を
犯
す
こ
と

２
　
様
々
な
手
段
で
家
畜
に
感
染
症
も
し
く
は
伝
染
病
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と

３
　
毒
性
も
し
く
は
腐
敗
性
の
あ
る
物
質
を
使
用
す
る
こ
と
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４
　
公
共
団
体
も
し
く
は
共
同
体
が
保
有
も
し
く
は
使
用
す
る
財
産
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

５
　
被
害
者
を
破
産
さ
せ
、
も
し
く
は
、
経
済
的
に
逼
迫
し
た
状
態
に
置
く
こ
と

二
　
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
も
し
く
は
情
報
シ
ス
テ
ム
に
含
ま
れ
る
他
人
の
電
子
デ
ー
タ
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
も
し
く
は
文
書
を
破
壊
し
た
者
、
改
変
し
た
者
、
使
用
不
能
に
し
た
者
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
毀
損
行
為
を
し
た
者
は
、
同

様
の
刑
に
処
す
。

A
rt́ıcu

lo
264.

1
.
S
erá
ca
stig
a
d
o
co
n
la
p
en
a
d
e
p
risió
n
d
e
u
n
o
a
tres

a
ñ
o
s
y
m
u
lta
d
e
d
o
ce
a
v
ein
ticu
a
tro
m
eses

el
q
u
e
ca
u
sa
re

d
a
ñ
o
s
ex
p
resa
d
o
s
en
el
a
rt́ıcu

lo
a
n
terio

r,
si
co
n
cu
rriera

a
lg
u
n
o
d
e
lo
s
su
p
u
esto
s
sig
u
ien
tes:

1
.
Q
u
e
se
rea
licen

p
a
ra
im
p
ed
ir
el
lib
re
ejercicio

d
e
la
au
torid

ad
o
en
v
en
gan
za
d
e
su
s
d
eterm

in
acion

es,
b
ien
se

co
m
etiere

el
d
elito

co
n
tra
fu
n
cio
n
a
rio
s
p
ú
b
lico
s,
b
ien
co
n
tra
p
a
rticu

la
res
q
u
e,
co
m
o
testig

o
s
o
d
e
cu
a
lq
u
ier
o
tra

m
a
n
era
,
h
ay
a
n
co
n
trib
u
id
o
o
p
u
ed
en
co
n
trib
u
ir
a
la
ejecu

ció
n
o
a
p
lica
ción

d
e
las
L
ey
es
o
d
isp
o
sicion

es
gen
erales.

2.
Q
u
e
se
cau
se
p
o
r
cu
alq
u
ier
m
ed
io
in
fecció

n
o
co
n
ta
g
io
d
e
g
a
n
a
d
o
.

3
.
Q
u
e
se
em
p
leen

su
sta
n
cia
s
v
en
en
o
sa
s
o
co
rro
siva
s.

4.
Q
u
e
a
fecten

a
b
ien
es
d
e
d
om
in
io
o
u
so
p
ú
b
lico
o
co
m
u
n
a
l.

5
.
Q
u
e
a
rru
in
en
a
l
p
erju
d
ica
d
o
o
se
le
co
lo
q
u
e
en
g
rav
e
situ
a
ció
n
eco
n
ó
m
ica
.

2
.
L
a
m
ism
a
p
en
a
se
im
p
o
n
d
rá
a
l
q
u
e
p
o
r
cu
alq
u
ier
m
ed
io
d
estru

y
a
,
a
ltere,

in
u
tilice

o
d
e
cu
alq
u
ier
o
tro
m
o
d
o
d
añ
e

lo
s
d
a
to
s,
p
ro
g
ra
m
a
s
o
d
o
cu
m
en
to
s
electró

n
ico
s
a
jen
o
s
co
n
ten
id
o
s
en
red
es,
so
p
o
rtes
o
sistem

a
s
in
fo
rm
a
tico
s.
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２
　
英
国
の
事
例
・・D

av
id

L
en

n
on

事
件（35
）
　

二
〇
〇
六
年
五
月
一
一
日
、
英
国
高
等
法
院
は
、D

av
id
L
en
n
o
n

と
い
う
男
（
一
九
歳
）
の
控
訴
を
斥
け
、D

o
S

攻
撃
の
実
行
が
英
国

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
濫
用
禁
止
法
（C

om
p
u
ter
M
isu
se
A
ct
1990

）
違
反
の
罪
に
該
当
す
る
と
し
て
拘
禁
刑
二
月
の
判
決
を
宣
告
し
た
。

D
av
id
L
en
n
o
n

（
事
件
当
時
一
六
歳
）
は
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
ま
でD

o
m
estic

&
G
en
era
l
G
ro
u
p
P
L
C

（
Ｄ
＆
Ｇ
）
で
労
働
者

と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
同
所
を
解
雇
さ
れ
た
後
、
二
〇
〇
四
年
一
月
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
か
ら
電
子
メ
ー
ル
爆
弾
プ
ロ
グ

ラ
ムA

va
la
n
ch
e
v
3
.6

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
こ
れ
を
用
い
て
Ｄ
＆
Ｇ
を
攻
撃
し
た
。
こ
の
メ
ー
ル
爆
弾
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
電
子
メ
ー
ル

サ
ー
バ
に
対
し
て
サ
ー
バ
の
処
理
能
力
を
は
る
か
に
超
え
た
大
量
の
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
サ
ー
バ
に
障
害
を
発

生
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
そ
の
サ
ー
バ
の
電
子
メ
ー
ル
送
受
信
機
能
を
著
し
く
低
下
さ
せ
、
ま
た
は
処
理
不
能
状
態
に
陥
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。D

av
id
L
en
n
o
n

は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
約
五
〇
〇
万
通
の
電
子
メ
ー
ル
を
集
中
送
信
す
る
攻
撃
を
し
か
け
た
結
果
、
Ｄ

＆
Ｇ
の
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
及
び
同
社
の
ウ
エ
ブ
サ
ー
バ
共
に
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
攻
撃
に
用
い
ら
れ
た
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス

を
た
ど
る
捜
査
が
な
さ
れ
た
結
果
、D

av
id
L
en
n
o
n

は
逮
捕
さ
れ
、
英
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
濫
用
禁
止
法
違
反
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。

第
一
審
の
裁
判
所
が
有
罪
と
し
た
た
め
控
訴
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
控
訴
審
で
も
有
罪
と
な
っ
た
。

な
お
、
英
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
濫
用
禁
止
法
（C

om
p
u
ter
M
isu
se
A
ct
1990

）
の
第
三
条
は
、
判
決
当
時
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ

て
い
た
。
高
等
法
院
の
判
決
で
は
、
無
権
限
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
マ
テ
リ
ア
ル
の
改
変
（
修
正
）
行
為
と
は
、
物
理
的
な
損
壊
で
は
な

く
使
用
不
能
ま
た
は
機
能
不
全
状
態
を
発
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
べ
き
か
ど
う
か
が
判
示
さ
れ
て
い
る
。
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第
三
条

（1）
　
以
下
の
行
為
を
実
行
し
た
者
は
、
有
罪
と
す
る
。

_
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
無
権
限
で
修
正
さ
せ
る
一
切
の
行
為
を
行
っ
た
者
で
、

`
　
行
為
時
に
お
い
て
、「
必
要
な
意
図
」
及
び
「
必
要
な
認
識
」
を
有
し
て
い
た
者
。

（2）
　
本
条
第
（1）
項
`
に
お
い
て
は
、
要
件
と
し
て
の
「
必
要
な
意
図
」
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
改
変
を
生
じ
さ
せ
、

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

_
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
運
用
を
妨
害
す
る
意
図
、
ま
た
は

`
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
内
に
あ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
し
く
は
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
妨
害
し
、
ま
た
は
、
こ
れ
を
阻
害
す
る

意
図
、
ま
た
は
、

a
　
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
も
し
く
は
当
該
デ
ー
タ
の
信
頼
性
を
阻
害
す
る
意
図

の
い
ず
れ
か
を
意
味
す
る
。

（3）
　
こ
の
「
意
図
」
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

_
　
特
定
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、

`
　
特
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
し
く
は
デ
ー
タ
、
特
定
の
種
類
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
し
く
は
デ
ー
タ
、
ま
た
は

a
　
特
定
の
改
変
も
し
く
は
特
定
の
種
類
の
改
変

（4）
　
本
条
第
（1）
項
`
に
お
い
て
は
、
要
件
と
し
て
の
「
必
要
な
認
識
」
と
は
、
当
該
行
為
者
が
生
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
改
変
が
無
権
限

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
を
い
う
。

（5）
　
本
条
に
お
い
て
、
本
条
第
（2）
項
に
示
す
種
類
の
無
権
限
改
変
も
し
く
は
そ
の
意
図
さ
れ
た
効
果
が
、
恒
久
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
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一
時
的
な
も
の
で
あ
る
か
（
も
し
く
は
、
恒
久
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
か
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ

れ
た
か
）
は
、
重
要
で
は
な
い
。

（6）
　
一
九
七
一
年
犯
罪
的
毀
損
行
為
法
（
一
九
七
一
年
一
般
法
律
第
四
八
号
）
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
改
変

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ま
た
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
記
憶
媒
体
に
対
す
る
毀
損
行
為
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ま
た
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
記
憶
媒
体
に
与
え
る
影
響
が
、
物
理
的
な
状
態
を
害
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（7）
　
本
条
に
基
づ
き
犯
罪
を
実
行
し
た
者
と
し
て
有
罪
と
な
る
者
は
、
次
の
責
任
を
有
す
る
。

_
　
略
式
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
合
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
も
し
く
は
法
定
の
最
高
額
を
超
え
な
い
金
額
の
罰
金
刑
に
処
し
、
ま
た

は
、
こ
れ
ら
を
併
科
す
る
。
ま
た
は

`
　
正
式
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
合
、
五
年
以
内
の
拘
禁
刑
も
し
く
は
罰
金
刑
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
を
併
科
す
る
。

3.(1
)
A
p
erso
n
is
g
u
ilty
o
f
a
n
o
ff
en
ce
if

(a
)
h
e
d
o
es
a
n
y
a
ct
w
h
ich
ca
u
ses
a
n
u
n
a
u
th
o
rised

m
o
d
ifi
ca
tio
n
o
f
th
e
co
n
ten
ts
o
f
a
n
y
co
m
p
u
ter;
a
n
d

(b
)
a
t
th
e
tim
e
w
h
en
h
e
d
o
es
th
e
a
ct
h
e
h
as
th
e
req
u
isite

in
ten
t
a
n
d
th
e
req
u
isite

k
n
ow
led
ge.

(2
)
F
o
r
th
e
p
u
rp
o
ses
o
f
su
b
section

(1)(b
)
a
b
ov
e
th
e
req
u
isite

in
ten
t
is
a
n
in
ten
t
to
cau
se
a
m
o
d
ifi
cation

o
f
th
e

co
n
ten
ts
o
f
a
n
y
co
m
p
u
ter
a
n
d
b
y
so
d
o
in
g
?

(a
)
to
im
p
a
ir
th
e
o
p
era
tio
n
o
f
a
n
y
co
m
p
u
ter;

(b
)
to
p
rev
en
t
o
r
h
in
d
er
a
ccess

to
a
n
y
p
ro
g
ra
m
o
r
d
a
ta
h
eld
in
a
n
y
co
m
p
u
ter;
o
r
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(c)
to
im
p
a
ir
th
e
o
p
era
tio
n
o
f
a
n
y
su
ch
p
ro
g
ra
m
o
r
th
e
relia
b
ility

o
f
a
n
y
su
ch
d
a
ta
.

(3
)
T
h
e
in
ten
t
n
eed
n
o
t
b
e
d
irected

at?

(a
)
a
n
y
p
a
rticu

la
r
co
m
p
u
ter;

(b
)
a
n
y
p
a
rticu

la
r
p
ro
g
ra
m
o
r
d
a
ta
o
r
a
p
ro
g
ra
m
o
r
d
a
ta
o
f
a
n
y
p
a
rticu

la
r
k
in
d
;
o
r

(c)
a
n
y
p
a
rticu

la
r
m
o
d
ifi
ca
tio
n
o
r
a
m
o
d
ifi
ca
tio
n
o
f
a
n
y
p
a
rticu

la
r
k
in
d
.

(4
)
F
o
r
th
e
p
u
rp
o
ses
o
f
su
b
sectio

n
(1
)(b
)
a
b
ov
e
th
e
req
u
isite

k
n
ow
led
g
e
is
k
n
ow
led
g
e
th
a
t
a
n
y
m
o
d
ifi
ca
tio
n
h
e

in
ten
d
s
to
ca
u
se
is
u
n
a
u
th
o
rised

.

(5
)
It
is
im
m
a
teria

l
fo
r
th
e
p
u
rp
o
ses
o
f
th
is
sectio

n
w
h
eth
er
a
n
u
n
a
u
th
o
rised

m
o
d
ifi
ca
tio
n
o
r
a
n
y
in
ten
d
ed
eff
ect
o
f

it
o
f
a
k
in
d
m
en
tio
n
ed
in
su
b
sectio

n
(2
)
a
b
ov
e
is,
o
r
is
in
ten
d
ed
to
b
e,
p
erm
a
n
en
t
o
r
m
erely

tem
p
o
ra
ry.

(6
)
F
o
r
th
e
p
u
rp
o
ses
o
f
th
e
[1
9
7
1
c.
4
8
.]
C
rim
in
a
l
D
a
m
a
g
e
A
ct
1
9
7
1
a
m
o
d
ifi
ca
tio
n
o
f
th
e
co
n
ten
ts
o
f
a
co
m
p
u
ter

sh
a
ll
n
o
t
b
e
reg
a
rd
ed
a
s
d
a
m
a
g
in
g
a
n
y
co
m
p
u
ter
o
r
co
m
p
u
ter
sto
ra
g
e
m
ed
iu
m
u
n
less
its
eff
ect
o
n
th
a
t
co
m
p
u
ter

o
r
co
m
p
u
ter
sto
ra
g
e
m
ed
iu
m
im
p
a
irs
its
p
h
y
sica
l
co
n
d
itio
n
.

(7
)
A
p
erso
n
g
u
ilty
o
f
a
n
o
ff
en
ce
u
n
d
er
th
is
section

sh
all
b
e
liab
le;

(a
)
o
n
su
m
m
a
ry
co
n
v
ictio
n
,
to
im
p
riso
n
m
en
t
fo
r
a
term

n
o
t
ex
ceed
in
g
six
m
o
n
th
s
o
r
to
a
fi
n
e
n
o
t
ex
ceed
in
g
th
e

sta
tu
to
ry
m
a
x
im
u
m
o
r
to
b
o
th
;
a
n
d

(b
)
o
n
co
n
v
ictio
n
o
n
in
d
ictm
en
t,
to
im
p
riso
n
m
en
t
fo
r
a
term

n
o
t
ex
ceed
in
g
fi
v
e
y
ea
rs
o
r
to
a
fi
n
e
o
r
to
b
o
th
.

そ
の
後
、
同
法
は
改
正
さ
れ
た
。
二
〇
一
二
年
四
月
現
在
有
効
な
同
法
第
三
条
の
条
文
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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第
三
条
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
運
用
等
を
侵
害
す
る
意
図
に
よ
る
、
ま
た
は
、
不
注
意
に
よ
り
阻
害
す
る
無
権
限
行
為

（1）
　
以
下
の
行
為
を
実
行
し
た
者
は
、
有
罪
と
す
る
。

_
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
関
連
す
る
無
権
限
の
行
為
を
実
行
し
た
者
で
あ
り
、

`
　
行
為
時
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
が
無
権
限
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
か
つ
、

a
　
以
下
の
第
（2）
項
ま
た
は
第
（3）
項
に
該
当
す
る
者
。

（2）
　
本
条
は
、
当
該
の
者
が
行
為
時
に
お
い
て
以
下
の
と
お
り
意
図
し
て
い
た
場
合
に
適
用
す
る
。

_
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
運
用
を
阻
害
す
る
こ
と
、

`
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
内
に
あ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
し
く
は
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
阻
止
も
し
く
は
妨
害
す
る
こ
と
、

a
　
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
も
し
く
は
当
該
デ
ー
タ
の
信
頼
性
を
侵
害
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、

b
　
上
記
第
_
号
な
い
し
第
a
号
に
規
定
す
る
こ
と
を
実
行
可
能
に
す
る
こ
と
。

（3）
　
本
条
は
、
上
記
第
（2）
項
第
_
号
な
い
し
第
b
号
に
規
定
す
る
こ
と
を
実
行
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
当
該
の
者
が
不

注
意
で
気
づ
か
な
か
っ
た
場
合
に
も
適
用
す
る
。

（4）
　
上
記
第
（2）
項
に
規
定
す
る
意
図
も
し
く
は
上
記
第
（3）
項
に
規
定
す
る
不
注
意
は
、
以
下
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い（36
）
　
。

_
　
特
定
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
、

`
　
特
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
し
く
は
デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、

a
　
特
定
の
種
類
に
属
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
し
く
は
デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
。

（5）
　
本
条
に
お
い
て
は
、

_
　
あ
る
行
為
を
実
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
行
為
が
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
含
む
。
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`
　
「
行
為
」
は
一
連
の
行
為
で
あ
る
場
合
を
含
む
。

a
　
侵
害
、
阻
害
も
し
く
は
妨
害
は
一
時
的
に
そ
の
よ
う
に
す
る
場
合
を
含
む
。

（6）
　
本
条
に
基
づ
き
犯
罪
を
実
行
し
た
者
と
し
て
有
罪
と
な
る
者
は
、
次
の
責
任
を
有
す
る
。

_
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
略
式
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
一
二
月
以
下
の
拘
禁
刑
も
し
く
は
法
定
の

最
高
額
を
超
え
な
い
金
額
の
罰
金
刑
に
処
し
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
を
併
科
す
る
。

`
　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
略
式
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
も
し
く
は
法
定
の
最
高
額
を
超
え
な

い
金
額
の
罰
金
刑
に
処
し
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
を
併
科
す
る
。
ま
た
は
、

a
　
正
式
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
一
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
も
し
く
は
法
定
の
最
高
額
を
超
え
な
い
金
額
の
罰
金
刑
に
処
し
、

ま
た
は
、
こ
れ
ら
を
併
科
す
る
。

3
U

n
au

th
orised

acts
w

ith
in

ten
t

to
im

p
air,

or
w

ith
reck

lessn
ess

as
to

im
p
airin

g,
op

eration
of

com
p
u
ter,

etc..

(1
)
A
p
erso
n
is
g
u
ilty
o
f
a
n
o
ff
en
ce
if-
.

(a
)
h
e
d
o
es
a
n
y
u
n
a
u
th
o
rised

a
ct
in
rela
tio
n
to
a
co
m
p
u
ter;
.

(b
)
a
t
th
e
tim
e
w
h
en
h
e
d
o
es
th
e
a
ct
h
e
k
n
ow
s
th
at
it
is
u
n
au
th
orised

;
an
d
.

(c)
eith
er
su
b
section

(2)
or
su
b
section

(3)
b
elow

a
p
p
lies.

.

(2
)
T
h
is
su
b
sectio

n
a
p
p
lies
if
th
e
p
erson

in
ten
d
s
b
y
d
oin
g
th
e
a
ct-
.

(a
)
to
im
p
a
ir
th
e
o
p
era
tio
n
o
f
a
n
y
co
m
p
u
ter;
.
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(b) to prevent or hinder access to any program or data held in any computer; .

(c) to impair the operation of any such program or the reliability of any such data; or .

(d) to enable any of the things mentioned in paragraphs (a) to (c) above to be done. .

(3) This subsection applies if the person is reckless as to whether the act will do any of the things mentioned in

paragraphs (a) to (d) of subsection (2) above. .

(4) The intention referred to in subsection (2) above, or the recklessness referred to in subsection (3) above, need

not relate to- .

(a) any particular computer; .

(b) any particular program or data; or .

(c) a program or data of any particular kind. .

(5) In this section- .

(a) a reference to doing an act includes a reference to causing an act to be done; .

(b) ”act” includes a series of acts; .

(c) a reference to impairing, preventing or hindering something includes a reference to doing so temporarily. .

(6) A person guilty of an offence under this section shall be liable- .

(a) on summary conviction in England and Wales, to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to a

fine not exceeding the statutory maximum or to both; .

(b) on summary conviction in Scotland, to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not
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ex
ceed
in
g
th
e
sta
tu
to
ry
m
a
x
im
u
m
o
r
to
b
o
th
;
.

(c)
o
n
co
n
v
ictio
n
o
n
in
d
ictm
en
t,
to
im
p
riso
n
m
en
t
fo
r
a
term

n
o
t
ex
ceed
in
g
ten
y
ea
rs
o
r
to
a
fi
n
e
o
r
to
b
o
th
.

七
　D

D
o
S

攻
撃
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
保
有
者
の
罪
責

D
D
o
S

攻
撃
の
た
め
に
攻
撃
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
仕
掛
け
ら
れ
た
Ｐ
Ｃ
な
ど
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
の
保
有
者
は
、
日
本
国
の
刑
法
学
に
お
け
る
通

常
の
解
釈
論
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
み
る
と
、
間
接
正
犯
の
た
め
の
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
Ｐ
Ｃ
を
含
め
、
い
か
な

る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
え
ど
も
電
源
が
オ
ン
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
な
け
れ
ば
何
ら
の
処
理
も
実
行
で
き
な
い
か
ら
、
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
の

保
有
者
は
、
当
該
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
電
源
を
オ
ン
に
し
た
だ
け
で
、
実
はD

D
o
S

攻
撃
の
攻
撃
者
の
た
め
に
寄
与

を
す
る
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
間
接
正
犯
の
道
具
と
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
過
失
犯
処
罰
の
規
定
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
本
人
が
全
く
知
ら
な
い

間
に
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
過
失
犯
処
罰
が
問
題
と
さ
れ
得
る
余
地
が
あ
る
。

例
え
ば
、
既
述
のD

av
id
L
en
n
o
n

事
件
と
の
関
係
で
示
し
た
英
国
の
現
行
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
濫
用
禁
止
法
で
は
、
故
意
（
意
図
的
）
に

結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
過
失
（
不
注
意
）
に
よ
り
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
に
も
処
罰
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

英
国
に
お
い
て
は
理
論
上
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
現
実
の
法
解
釈
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
国
の
法
令
中
に
は
直
接
に
適
用
可
能
な
条
項
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
考
え
る
の
が
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
例
え
ば
、
攻
撃
の
標
的
と
な
っ
て
い
る
の
が
交
通
管
制
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
交
通
管
制
シ
ス
テ
ム
の
誤
作
動
や
障
害
に
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よ
っ
て
生
じ
た
死
傷
事
故
に
つ
い
て
、
そ
の
誤
作
動
や
障
害
を
発
生
さ
せ
たD

D
o
S

攻
撃
の
た
め
の
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
と
し
て
使
用
さ
れ
た

Ｐ
Ｃ
の
保
有
者
に
つ
い
て
も
過
失
致
死
傷
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
余
地
を
完
全
に
否
定
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
し
、
と
り
わ
け
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
の
保
有
者
が
営
利
企
業
や
国

な
ど
の
公
的
機
関
で
あ
る
場
合
と
全
く
の
一
個
人
で
あ
る
場
合
と
で
注
意
義
務
の
程
度
・
内
容
に
差
が
あ
る
の
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
慎

重
に
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（37
）
　
。
し
か
し
、
今
日
の
社
会
で
は
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
パ
ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ

ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
用
い
た
業
務
処
理
が
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
ベ
ン

ダ
に
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
仮
想
的
に
構
築
さ
れ
る
無
数
の
仮
想
サ
ー
バ
を
ゾ
ン
ビ
マ

シ
ン
と
し
て
一
挙
に
極
め
て
強
力
なD

D
o
S

攻
撃
を
実
行
す
る
こ
と
が
（
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
）
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、

重
要
な
検
討
課
題
と
し
て
真
剣
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

注（
1
）

こ
の
定
義
は
、
後
述
の
欧
州
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
第
二
章
第
一
節
（
刑
事
実
体
法
）
に
お
け
る
定
義
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
）

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
四
日
か
ら
同
月
二
六
日
ま
で
の
間
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
、「
Ｇ
８
リ
ヨ
ン
グ
ル
ー
プ
・
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
対
策
に
関
す
る
政

府
・
産
業
界
合
同
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
が
開
催
さ
れ
た
。

h
ttp
:/
/
w
w
w
.m
o
fa
.g
o
.jp
/
m
o
fa
j/
g
a
ik
o
/
su
m
m
it/
k
o
2
0
0
0
/
g
en
o
a
/
ly
o
n
.h
tm
l

﹇
二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
確
認
﹈

（
3
）

外
務
省
『
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
関
す
る
条
約
』

h
ttp
:/
/
w
w
w
.m
o
fa
.g
o
.jp
/
M
o
fa
j/
G
a
ik
o
/
trea
ty
/
p
d
fs/
trea
ty
1
5
9
4
a
.p
d
f

﹇
二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
確
認
﹈

な
お
、
条
約
原
文
（
英
文
）
及
び
そ
の
詳
細
説
明
書
が
欧
州
評
議
会
（C

o
u
n
cil
o
f
E
u
ro
p
e

）
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

h
ttp
:/
/
co
n
v
en
tio
n
s.co
e.in
t/
T
rea
ty
/
C
o
m
m
u
n
/
Q
u
eV
o
u
lezV
o
u
s.a
sp
?
N
T
=
1
8
5
&
C
L
=
E
N
G

﹇
二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
確
認
﹈

（
4
）

外
務
省
『
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
関
す
る
条
約
の
説
明
書
』（
平
成
一
六
年
二
月
）

h
ttp
:/
/
w
w
w
.m
o
fa
.g
o
.jp
/
M
o
fa
j/
G
a
ik
o
/
trea
ty
/
p
d
fs/
trea
ty
1
5
9
4
b
.p
d
f

﹇
二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
確
認
﹈
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（
5
）

本
稿
は
、
論
文
と
し
て
の
基
本
的
な
骨
格
と
し
て
は
二
〇
一
一
年
二
月
に
限
定
会
員
向
け
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
誌
上
で
公
表
し
た
拙
稿
「D

D
o
S

攻

撃
に
適
用
可
能
な
刑
罰
法
令
―
比
較
法
的
検
討
」
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、
そ
の
後
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
激
化
と
い
う
社
会

情
勢
の
変
化
並
び
に
日
本
国
及
び
主
要
各
国
立
法
動
向
等
を
踏
ま
え
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
補
正
を
加
え
、
か
つ
、
大
規
模
に
加
筆
し
た
上
で
、
新
た
な

論
文
と
し
て
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
6
）

佐
々
木
良
一
監
修
・
日
本
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
協
会
編
著
『
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
総
合
教
科
書
』（
秀
和
シ
ス
テ

ム
、
二
〇
〇
五
年
五
月
一
〇
日
）
五
六
一
頁

（
7
）

S
u
sa
n
H
a
n
sch
e,
J
o
h
n
B
erti,

C
h
ris
H
a
re

（
笠
原
久
嗣
・
大
河
内
智
秀
・
福
島

聡
監
訳
）『
Ｃ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
認
定
試
験
公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
九
月
一
六
日
）
二
〇
二
頁

（
8
）

D
a
w
n
C
a
p
p
elli,
A
n
d
rew
M
o
o
re
&
R
a
n
d
a
ll
T
rzecia

k
,
T
h
e
C
E
R
T
G
u
id
e
to
In
sid
er
T
h
rea
ts,
A
d
d
iso
n
W
esley,

J
a
n
u
a
ry

2
0
1
2
,
p
.2
8
8

（
9
）

ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
は
、
サ
ー
バ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
現
実
に
発
生
し
たD

D
o
S

攻
撃
の
実
例
を
み
る
と
、

ノ
ー
ト
Ｐ
Ｃ
を
含
め
普
通
の
Ｐ
Ｃ
を
攻
撃
用
の
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
と
し
て
利
用
し
た
例
が
多
数
あ
る
。
今
後
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
よ
う

な
携
帯
電
話
型
小
型
Ｐ
Ｃ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
Ｐ
Ｃ
な
ど
もD

D
o
S

攻
撃
の
た
め
の
ゾ
ン
ビ
マ
シ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
10
）

こ
の
誤
作
動
の
中
に
は
Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ
ー
ド
の
照
合
処
理
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
、
無
権
限
で
サ
ー
バ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て

D
D
o
S

攻
撃
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
11
）

W
ill
G
ra
d
ig
o
&
J
o
h
n
P
irc,
C
y
b
ercrim

e
a
n
d
E
sp
io
n
a
g
e
-
A
n
A
n
a
ly
sis
o
f
S
u
b
v
ersiv

e
M
u
ltiv
ecto
r
T
h
rea
t,
E
lsev
ier,

2
0
1
1
,
p
.1
6
3

（
12
）

辻
井
重
男
監
修
『
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク
事
典
』（
日
科
技
連
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
二
〇
日
）
一
六
五
頁

（
13
）

「
ア
ノ
ニ
マ
ス
」
は
、
特
定
の
者
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
固
定
的
な
組
織
・
団
体
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
①
既
に
「
ア
ノ
ニ
マ
ス
」

と
し
て
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
実
行
し
て
い
る
者
ま
た
は
②
そ
の
行
為
に
共
鳴
す
る
多
数
の
者
が
、
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
一
種
と
し
て
「
ア
ノ
ニ
マ
ス
」
を
名

乗
っ
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
想
定
さ
れ

て
き
た
「
組
織
犯
罪
」
と
い
う
概
念
か
ら
相
当
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
捜
査
手
法
に
も
根
本
的
な
見
直
し
が
迫
ら
れ
て

い
る
と
言
え
る
。
他
方
で
、「
ア
ノ
ニ
マ
ス
」
を
名
乗
り
な
が
ら
、
真
実
は
単
な
る
犯
罪
者
集
団
ま
た
は
犯
罪
者
個
人
に
よ
る
攻
撃
で
あ
る
場
合
が
な

い
と
は
言
え
な
い
し
、
更
に
、
特
定
の
国
家
が
「
ア
ノ
ニ
マ
ス
」
の
行
為
に
見
せ
か
け
て
サ
イ
バ
ー
戦
の
一
部
と
し
て
の
電
子
的
な
攻
撃
を
し
か
け
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て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
本
質
的
に
は
警
察
所
管
の
事
柄
で
は
な
く
国
家
防
衛
（
自

衛
隊
）
所
管
の
事
柄
で
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
現
象
と
し
て
は
同
一
のD

D
o
S

攻
撃
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
た
め
、
国
防
と

警
察
と
の
境
界
が
判
然
と
し
な
く
な
る
と
い
う
困
難
な
事
態
（
戦
時
と
平
時
が
常
に
共
存
す
る
状
況
）
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
種
の
困
難
に

対
処
す
る
た
め
の
唯
一
の
方
法
は
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
へ
の
対
応
と
し
て
、
自
衛
隊
と
警
察
と
の
情
報
交
換
等
の
連
携
を
強
化
す
る
と
い
う
方
策
を
採

用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
14
）

D
D
o
S

攻
撃
の
攻
撃
者
が
国
や
政
治
組
織
・
政
治
団
体
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
等
で
頻
発
し
て
い

るD
D
o
S

攻
撃
は
、
宗
教
対
立
を
背
景
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
国
際
紛
争
に
類
す
る
タ
イ
プ
の
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
い
わ

ば
サ
イ
バ
ー
戦
（C

y
b
erw
a
r

）
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
な
お
、
サ
イ
バ
ー
戦
の
概
念
に
つ
い
て
は
、J

eff
rey

C
a
rr,
In
sid
e
C
y
b
erw
a
rfa
re,
O
’R
eilly,

2
0
1
2

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）

D
D
o
S

と
い
う
攻
撃
手
法
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
ロ
シ
ア
当
時
に
ロ
シ
ア
海
軍
に
よ
っ
て
戦
術
と
し
て
考
案
さ
れ
、
実
際
に
戦
闘
訓
練
が
実
施
さ
れ
た

「
対
艦
ミ
サ
イ
ル
飽
和
攻
撃
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
米
国
の
空
母
に
対
し
て
対
艦
攻
撃
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
攻
撃
を

し
か
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
対
艦
ミ
サ
イ
ル
迎
撃
用
の
ミ
サ
イ
ル
が
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
命
中
し
た
と
し
て
も
、
迎
撃
用
ミ
サ
イ
ル
よ
り

も
一
発
で
も
多
く
の
対
艦
攻
撃
ミ
サ
イ
ル
の
数
が
多
け
れ
ば
迎
撃
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
防
御
を
無
効
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
や
や

精
度
が
劣
っ
て
も
相
当
多
数
の
対
艦
攻
撃
ミ
サ
イ
ル
を
同
時
に
発
射
す
れ
ば
、
優
秀
で
も
非
常
に
高
価
な
た
め
に
数
に
制
限
の
あ
る
迎
撃
ミ
サ
イ
ル

を
防
御
側
で
発
射
し
尽
く
し
た
後
に
、
必
ず
何
発
か
の
対
艦
攻
撃
ミ
サ
イ
ル
を
命
中
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

「
対
艦
ミ
サ
イ
ル
飽
和
攻
撃
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
と
す
る
見
解
の
当
否
を
判
定
す
る
能
力
は
な
い
が
、
客
観
的
に
は
、
同
種
の
発
想
に
基
づ
く
攻

撃
手
法
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
16
）

W
o
o
d
y
L
eo
n
h
a
rd
(In
fo
W
o
rld
),
N
ew
D
o
S
to
o
l
fro
m
T
H
C
:
A
n
o
th
er
o
v
erh
y
p
ed
th
rea
t,
O
cto
b
er
2
6
,
2
0
1
1

h
ttp
:/
/
w
w
w
.in
fow
o
rld
.co
m
/
t/
secu
rity
/
n
ew
-d
o
s-to
o
l-th
c-a
n
o
th
er-ov

erh
y
p
ed
-th
rea
t-1
7
7
1
6
7

﹇
二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
確
認
﹈

（
17
）

M
a
th
ew
J
.
S
ch
w
a
rtz
(d
a
rk
R
E
A
D
IN
G
),
D
D
o
S
T
o
o
ls
A
p
len
ty
O
n
T
h
e
M
a
rk
et
F
o
r
H
a
ctiv
ists,

F
eb
ru
a
ry
9
,
2
0
1
2

h
ttp
:/
/
w
w
w
.d
a
rk
rea
d
in
g
.co
m
/
secu
rity
/
v
u
ln
era
b
ilities/

2
3
2
6
0
0
5
9
7
/
d
d
o
s-to
o
ls-a
p
len
ty
-o
n
-th
e-m
a
rk
et-fo

r-h
a
ctiv
ists.h

tm
l

﹇
二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
確
認
﹈

（
18
）

一
般
的
に
は
「
サ
ー
ビ
ス
妨
害
」
と
訳
す
る
例
が
多
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
フ
ロ
リ
ダ
州
刑
法
の
条
文
を
読
め
ば
理
解
で
き
る
と
お
り
、「
妨
害
」

と
訳
す
る
と
意
味
的
な
不
都
合
が
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、「
拒
否
」
と
直
訳
す
る
の
が
正
し
い
。
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（
19
）

二
〇
一
二
年
年
四
月
一
五
日
時
点
で
有
効
な
条
項

（
20
）

C
a
lifo
rn
ia
P
en
a
l
C
o
d
e

h
ttp
:/
/
w
w
w
.leg
in
fo
.ca
.g
o
v
/
cg
i-b
in
/
d
isp
la
y
co
d
e?
sectio

n
=
p
en
&
g
ro
u
p
=
0
0
0
0
1
–
0
1
0
0
0
&
fi
le=
4
8
4
–
5
0
2
.9

﹇
二
〇
一
二
年
四
月

一
五
日
確
認
﹈

（
21
）

現
実
に
は
、
攻
撃
者
が
そ
の
身
元
を
隠
し
、
捜
査
の
手
を
逃
れ
る
た
め
、
自
分
が
保
有
す
る
マ
シ
ン
か
ら
直
接
に
攻
撃
を
し
か
け
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
自
分
が
保
有
す
る
マ
シ
ン
か
ら
直
接
に
攻
撃
を
し
か
け
た
場
合
、
通
信
ロ
グ
と
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
の
解
析
等
に
よ
り
、
簡
単

に
攻
撃
者
を
特
定
で
き
て
し
ま
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
後
述
のD

a
v
id
L
en
n
o
n

事
件
の
顛
末
か
ら
も
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
22
）

普
通
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
い
る
際
、
突
然
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
脆
弱
性
が
あ
り
危
険
で
あ
る
旨

の
警
告
が
画
面
表
示
さ
れ
、
狼
狽
し
た
利
用
者
を
偽
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ
イ
ト
に
誘
導
し
た
上
で
、
偽
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
せ

て
マ
ル
ウ
ェ
ア
に
感
染
さ
せ
る
行
為
を
俗
に
「
ス
ケ
ア
ウ
ェ
ア
（S

ca
rew
a
re

）」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
利
用
者
を
怖
が
ら
せ
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
さ
せ
る
こ
と
か
ら
命
名
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）

D
D
o
S

攻
撃
の
た
め
の
準
備
行
為
に
つ
い
て
、
た
ま
た
ま
別
の
処
罰
法
令
の
定
め
る
保
護
法
益
の
侵
害
行
為
と
な
る
よ
う
な
場
合
の
典
型
例
の
一

つ
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
刑
法
犯
で
あ
る
業
務
妨
害
罪
の
一
種
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
準

備
行
為
ま
た
は
予
備
行
為
に
対
す
る
処
罰
条
項
が
な
い
と
い
う
理
由
で
他
の
法
令
で
処
罰
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
は
あ
り
得
る
。

（
24
）

岡
村
久
道
『
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
法
律
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
七
年
七
月
九
日
）
二
二
二
頁

（
25
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
米
澤
慶
治
編
『
刑
法
一
部
改
正
法
の
解
説
』（
立
花
書
房
、
一
九
八
八
年
九
月
二
〇
日
）
一
〇
一
頁
は
、
不
正
の
指
令
と
は
、

「
当
該
事
務
処
理
の
場
面
に
お
い
て
、
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
指
令
の
こ
と
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
指
令
で
あ
っ

て
も
、
指
令
そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
常
に
処
理
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
実
行
不
能
と
な
る
こ
と
か
ら
（
こ
の
こ
と
は
、
サ
イ
バ
ー
法
の
専
門
家
の

間
で
は
常
に
物
笑
い
の
種
と
な
っ
て
い
る
。）、
こ
の
解
説
に
よ
っ
て
も
条
文
そ
れ
自
体
の
不
適
切
さ
を
補
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
更
に
は
、
シ
ス
テ

ム
の
テ
ス
ト
の
た
め
に
、
権
限
の
あ
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
よ
っ
て
「
虚
偽
の
情
報
」
が
入
力
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
法
二
三
四

条
の
二
の
立
法
に
お
け
る
構
成
要
件
の
選
択
に
は
誤
り
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
正
し
く
は
、「
無
権
限
で
情
報
ま
た
は
命
令
を
」
と
す
る
の

が
正
し
く
、
そ
の
よ
う
に
法
改
正
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
一
般
に
つ
い
て
、
権
限
の
有
無
を
中
心
と
し
て
理
論
を
再
構
成
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
夏
井
高
人
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
動
向
―
無
権
限
ア
ク
セ
ス
を
中
心
と
す
る
比
較
法

的
検
討
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
判
タ
一
〇
〇
八
号
一
〇
六
頁
。
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（
26
）

こ
の
例
で
は
、
第
三
者
の
ロ
グ
オ
ン
用
Ｉ
Ｄ
そ
れ
自
体
は
虚
偽
で
は
な
い
の
で
（
虚
偽
の
ロ
グ
オ
ン
Ｉ
Ｄ
で
あ
る
場
合
ま
た
は
現
実
に
は
存
在
し

な
い
ロ
グ
オ
ン
Ｉ
Ｄ
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
例
の
方
法
に
よ
る
行
為
と
し
て
限
定
的
に
理
解
す
る
限
り
、
不
能
犯
と
な
る
。）、
虚
偽
の
情
報
を
与

え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
処
理
能
力
が
非
常
に
高
く
、
最
初
の
ロ
グ
オ
ン
が
成
功
し
た
後
の
重
複
ロ
グ
オ
ン

を
何
ら
の
支
障
も
な
く
排
除
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、D

D
o
S

攻
撃
と
し
て
は
失
敗
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
第
三
者
の
Ｉ
Ｄ
を
無
権
限
で
用
い
た
の
で

あ
る
以
上
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
と
は
別
に
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
27
）

器
物
損
壊
罪
の
罪
質
及
び
既
遂
時
期
等
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
器
物
損
壊
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
器
物
の
効
用
で
あ

る
と
の
見
解
を
採
用
し
た
場
合
、
特
定
の
器
物
を
手
段
と
し
て
提
供
さ
れ
る
役
務
の
保
護
と
器
物
そ
れ
自
体
と
し
て
の
効
用
と
の
間
の
境
界
が
不
鮮

明
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
処
罰
範
囲
が
必
要
以
上
に
拡
張
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

（
28
）

前
掲
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
』
一
五
八
頁

（
29
）

筆
者
（
夏
井
高
人
）
が
翻
訳
。
以
下
、
い
ず
れ
も
二
〇
一
二
年
四
月
時
点
で
有
効
な
ド
イ
ツ
刑
法
の
条
文
。

（
30
）

ド
イ
ツ
刑
法
三
〇
三
条
ａ
第
一
項
（S

tG
B

§
3
0
3
a
A
b
s.
1

）
は
、
デ
ー
タ
（
電
磁
的
記
録
）
の
改
変
行
為
を
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
31
）

ド
イ
ツ
刑
法
二
〇
二
条
ａ
第
二
項
（S

tG
B

§
2
0
2
a
A
b
s.
2

）
は
、
無
権
限
の
ア
ク
セ
ス
か
ら
保
護
さ
れ
た
デ
ー
タ
（
電
磁
的
記
録
）
で
あ
っ

て
、
電
子
的
、
磁
気
的
そ
の
他
の
方
法
で
送
信
ま
た
は
記
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
と
規
定
し
て
い
る
。
日
本
国
の
刑
法
七
条
の
二
に
定
め
る
「
電
磁

的
記
録
」
の
定
義
と
は
多
少
異
な
る
。

（
32
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
室
編
『
ド
イ
ツ
刑
法
典
』（
法
曹
会
、
一
九
八
二
年
三
月
五
日
）
の
訳
に
よ
る
。

（
33
）

過
去
に
お
い
て
、
現
実
に
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
中
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル
ス
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
そ
の
ま
ま
出
荷
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
事
例
が
存
在
す
る
。
こ
の
事
例
は
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
一
五
日
に
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
媒
体
で
発
売
さ
れ
た
セ
ガ
社
の
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
で
あ
る

ド
リ
ー
ム
キ
ャ
ス
ト
用
Ｒ
Ｐ
Ｇ
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
『
マ
リ
ー
＆
エ
リ
ー
の
ア
ト
リ
エ
〜
ザ
ー
ル
ブ
ル
グ
の
錬
金
術
士
１
・
２
〜
』
の
中
に
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ウ
イ
ル
スW
3
2
/
K
riz

が
感
染
し
て
い
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル
ス
は
、
非
常
に
大
き
な
破
壊
力
を
有
す
る
も
の
で

あ
り
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
開
発
中
に
開
発
担
当
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
Ｐ
Ｃ
か
ら
感
染
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）

S
p
a
n
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h
a
ck
er
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ced
to
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o
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6
/
0
2
/
g
a
rrid
o
.a
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﹇
二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
確
認
﹈

（
35
）

D
irecto

r
o
f
P
u
b
lic
P
ro
secu
tio
n
s
v
D
a
v
id
L
en
n
o
n
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0
0
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h
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ew
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d
m
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/
2
0
0
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0
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tm
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﹇
二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
確
認
﹈

（
36
）
﹇
訳
注
﹈
対
象
に
つ
い
て
概
括
的
ま
た
は
抽
象
的
な
認
識
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
に
特
定
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
シ
ス
テ
ム
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
た
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ー
タ
を
認
識
し
て
い
な
く
て
も
、
何
ら
か
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
た
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ー
タ
と
の
関
係
で
行
為
を
実
行
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
れ
ば
犯
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
37
）

例
え
ば
、
一
市
民
が
ウ
イ
ル
ス
検
知
ソ
フ
ト
を
ノ
ー
ト
Ｐ
Ｃ
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
警
戒
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
ノ
ー
ト
Ｐ
Ｃ
が
ゾ
ン
ビ

マ
シ
ン
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
得
る
。


